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区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

仕
事
・
産
業

水神保育園（ 堤通2－6－9－
103）の指定管理者の募集

内 施設の管理・運営など　【指定期間】2020年4月1日～
2025年3月31日

申 応募書類等を直接、8月30日午後5時までに子育て支援課子育
て計画担当（区役所4階）‹5608－6084へ　＊詳細は区ホーム
ページから出力できる募集要項を参照

中川児童館（立花5－18－9）の
指定管理者の募集

内 施設の維持管理、児童厚生施設としての事業の実施、利
用者支援事業（基本型）の運営など　【指定期間】2019年4
月1日～2024年3月31日

申 応募書類等を直接、8月31日午後5時までに子育て政策課児童
館担当（区役所4階）‹5608－6195へ　＊詳細は区ホームペー
ジから出力できる募集要項を参照

英 語 ウ ェ ブ サ イ ト「Oishii 
Sumida Tokyo」掲載店舗の募
集

内 英語メニューがある飲食店や英語での商品の説明がある
小売店等をPRするウェブサイト「Oishii Sumida Tokyo」に、
掲載を希望する店舗の募集　＊店頭掲示用の「English 
Menu Available（英語メニュー対応）シール」を進呈　対 区
内の飲食店・小売店等　定 先着15店舗　費 無料

申 事前に店舗の名称・所在地、代表者の氏名・電話番号を、Ｅメー
ルで産業振興課産業振興担当‹5608－6187・ SANGYOU@
city.sumida.lg.jpへ　＊申込書類は後日、委託事業者が訪問の
うえ配付

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

8 墨田区のお知らせ 2018年（平成30年）8月11日

校生以上／先着20人（1グループ2人まで）／無料　 ▼隅田川釣り体験（午
後2時40分～4時）＝屋形船での釣り体験／先着15組（1組4人まで）／
中学生以上600円、小学生300円、未就学児無料　 ▼歴史散策ツアー（午
後3時～4時20分）＝水上バスに乗って、隅田川の歴史について理解を
深める／先着60人／中学生以上600円、小学生300円、未就学児無料　

▼錦糸町河内音頭〆
しめ

踊り（午後4時～5時20分）＝8月29日（水）・30日
（木）に行われる河内音頭の〆踊りを、屋形船で実施／高校生以上／先
着40人／600円　 ▼隅田川フォークジャンボリー（午後4時20分～5
時40分）＝水上バス
でみんなが歌うオー
プンステージ／先着
60人／中学生以上
600円、小学生300
円、 未 就 学 児 無 料　
＊各プログラムの内
容は変更になる場合
あり［申込み］詳細は

「すみゆめ」のホー
ムページを参照

　すみだ北斎美術館の開館を機にスタートしたアートプ
ロジェクト「すみゆめ」。これは、「北斎」と「隅田川」をテー
マとして行われるあらゆる表現活動を通して、区民やアー
ティストが繋

つな
がっていくことを目的としたプロジェクト

です。3回目となる今年は、メイン期間である9月3日（月）
～12月28日（金）に先立って、9月2日（日）に、キックオフイベント「すみ
ゆめ踊行列」を開催します。ぜひ、お越しください。
■すみゆめ踊行列
　「隅田川埠

ふ
頭」をテーマとした今回のすみゆめ踊行列では、普段よりも

隅田川を身近に感じ、楽しめるよう、区民参加型の様々なプログラムを
用意しています。また、隅田川親水テラスや船上から誰もが観覧できる
大規模なパフォーマンスも実施します。

［とき］9月2日（日）午後1時～7時［ところ］区役所前うるおい広場、隅田
川親水テラスほか［内容／対象／定員／費用］ ▼遊覧シンポジウム（午後
2時半～3時40分）＝台船の上で、これからの隅田川について考える／高

文化芸術プロジェクト「隅田川 森羅万象 墨に夢」（すみゆめ）
平成30年度キックオフイベント

「すみゆめ踊行列」9月2日（日）開催

昨年度のすみゆめ踊行列の様子

生き物の観察等の際は…
　大横川親水公園の万華池をはじめ、区内には、いろいろな生き物がいます。生き物の観
察等をする際は、ルールを守りましょう。

■特定外来生物は元の場所に返しましょう
　元々日本におらず、外国から持ち込まれた
生き物（外来生物）のうち、法律で指定された
特定外来生物は、飼うことも移動することも
禁止されています。オオクチバスやウシガエ
ル、カダヤシなどの特定外来生物を捕まえた
ら、必ず元の場所に返してください。
■ ほかの場所から連れてきた生き物を放すの

はやめましょう
　環境が大きく変わってしまう恐れがありま
すので、元々その場所にいなかった生き物を
放すのはやめましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　外来生物・特定外来生物についてのお問い
合わせは、環境保全課緑化推進担当‹5608
－6208へ。

特定外来生物の例

◀ オオクチバス

▶カダヤシ

◀ ウシガエル
　（オタマジャクシ）




